
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

出

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

飼

料

試

験

結

果

の

公

表

畜

産

課

○

土

地

改

良

事

業

施

行

認

可

申

請

の

縦

覧

耕

地

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

不

在

者

投

票

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

施

設

の

指

選

挙

管

理

委

員

会

定

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成３０年１月５日 第１１９５３号



◎
岡
山
県
告
示
第
一
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

フ
ニ
テ

ク
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

株
式
会
社

ェ
ッ

ー

住
所

井
原
市
木
之
子
町

番
地

1
5
0

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

谷
英
昭

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
フ

ニ
テ

ク
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ

株
式
会
社
本
社
工
場

ェ
ッ

ー

所
在
地

井
原
市
木
之
子
町

番
地

1
5
0
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設

65
種 類 酸又はアルカリによる

表面処理施設（100）

シリコンウエハー能 力
約３枚／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後約２週間

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 断続24時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 0.001 0.001水 量（㎥／日）
水等の汚染状態 0.000017 0.00025
の通常の値及び
最大の値並びに ｐ Ｈ 10 11
当該汚水等の通

 常の量及び最大 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 6 7
の量

ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1 6

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 0 2

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 10 20

備考 １ 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。

２ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の通常の量及び最大の量の欄中数値が上段及び下段に分か

れているものについては，上段は公共用下水道に排除される量，下段は産業廃棄物として処理委託される量を示す。

(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

変更なし
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２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成30年１月５日から同月26日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び井原市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
、

そ
の
効
力
を
失
っ
た
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

ア
ダ
マ
ン
タ
ン－

一－

イ
ル
＝
一－

ペ
ン
チ
ル－

一
Ｈ－

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル－

三－

カ
ル
ボ
キ
シ

ラ
ー
ト
（
通
称
名
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｌ
（
Ｎ
）－
〇
一
八
）
及
び
そ
の
塩
類

２

一－

（
四－

エ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）－

Ｎ－
（
二－

メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）
プ
ロ
パ
ン－

二－

ア

ミ
ン
（
通
称
名
四－

Ｅ
Ａ－

Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｍ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

二－

［
（
四－

ブ
ロ
モ－

二
・
五－

ジ
メ
ト
キ
シ
フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
メ
チ
ル
］
フ
ェ
ノ
ー

ル
（
通
称
名
二
五
Ｂ－

Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｈ
、
二
Ｃ－

Ｂ－

Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｈ
、
Ｎ
Ｂ
Ｏ
Ｈ－

二
Ｃ－

Ｂ
）
及
び
そ

の
塩
類

二

指
定
の
失
効
の
理
由

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め

三

失
効
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
九
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ふ
く
ろ
う
ヘ
ル
プ

２

所
在
地

勝
田
郡
勝
央
町
平
八
六
五
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
永
心

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

勝
田
郡
勝
央
町
平
八
六
五
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
三
十
年
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
三
六
〇
〇
〇
六
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
す
き

２

所
在
地

備
前
市
浦
伊
部
五
八
番
地
一
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
ひ
だ
す
き

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
浦
伊
部
五
八
番
地
一
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
一
〇
〇
〇
三
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

総
社
賀
陽
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

一
六
四
・
〇

総
社
市
見
延
字
小
丸
二
八
番
二
地
先
か
ら

八
・
六
～

総
社
市
見
延
字
高
畔
一
六
二
二
番
一
地
先
ま
で

二
七
・
〇

旧

一
五
五
・
〇

総
社
市
見
延
字
小
丸
二
八
番
二
地
先
か
ら

六
・
六
～

総
社
市
見
延
字
高
畔
一
六
二
二
番
一
地
先
ま
で

一
五
・
〇

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

美
袋
井
原
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
七
～

総
社
市
中
尾
字
中
川
原
三
五
四
六
番
一
地
先
か

ら

新

一
一
〇
・
九

二
八
・
〇
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総
社
市
中
尾
字
中
川
原
七
二
五
番
一
地
先
ま
で

五
・
七
～

総
社
市
中
尾
字
中
川
原
三
五
四
六
番
一
地
先
か

ら

旧

一
一
〇
・
九

一
一
・
〇

総
社
市
中
尾
字
中
川
原
七
二
五
番
一
地
先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

総
社
賀
陽
線

総
社
市
見
延
字
小
丸
二
八
番
二
地
先
か
ら

平
成
三
十
年

総
社
市
見
延
字
高
畔
一
六
二
二
番
一
地
先
ま
で

一
月
五
日

美
袋
井
原
線

総
社
市
中
尾
字
中
川
原
三
五
四
六
番
一
地
先
か
ら

総
社
市
中
尾
字
中
川
原
七
二
五
番
一
地
先
ま
で
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〔

〕

（

）

一

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
九
年
十
一
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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製造事業場等の名称及び所在地 収去場所 飼 料 の 名 称 製造年月 試 験 項 目 違反の有無及び違反の内容

西日本飼料株式会社 同 左 日清丸紅印配合飼料 種豚用 平成29年10月 粗たん白質，粗脂肪，粗繊維， 無
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地３ しゅとん授乳期 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

西日本飼料株式会社 同 左 日清丸紅印配合飼料 成鶏用 平成29年10月 粗たん白質，粗脂肪，粗繊維， 無
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目６番地３ ネオ成鶏前期 粗灰分，カルシウム，りん，

ＭＥ

ゴトウ物産株式会社 同 左 65％魚粉Ｎ 平成29年11月 粗たん白質，粗灰分 無
岡山県倉敷市玉島乙島８２５６番地６９

ＪＡ西日本くみあい飼料株式会社倉敷工場 同 左 くみあい配合飼料 平成29年10月 粗たん白質，粗脂肪，粗繊維， 無
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６５番地 肉豚Ｃ 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

ＪＡ西日本くみあい飼料株式会社倉敷工場 同 左 くみあい配合飼料 平成29年10月 粗たん白質，粗脂肪，粗繊維， 無
岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６５番地 スターレイヤー 粗灰分，カルシウム，りん，

ＭＥ

日本農産工業株式会社水島工場 同 左 ノーサン印子豚育用配合飼料 平成29年10月 粗たん白質，粗脂肪，粗繊維， 無
岡山県倉敷市児島塩生２７６７番地３２ ハッピー子豚 粗灰分，カルシウム，りん，

ＴＤＮ

日本農産工業株式会社水島工場 同 左 ノーサン印ブロイラー肥育前期用配 平成29年10月 粗たん白質，粗脂肪，粗繊維， 無
岡山県倉敷市児島塩生２７６７番地３２ 合飼料 粗灰分，カルシウム，りん，

セットアップ ＭＥ

中部飼料株式会社水島工場 同 左 マル中印大すう用配合飼料 平成29年10月 粗たん白質，粗脂肪，粗繊維， 無
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目１番３ 大す名人14 粗灰分，カルシウム，りん，

ＭＥ

中部飼料株式会社水島工場 同 左 マル中印幼すう育成用配合飼料 平成29年10月 粗たん白質，粗脂肪，粗繊維， 無
岡山県倉敷市水島海岸通三丁目１番３ 幼すホップ 粗灰分，カルシウム，りん，

ＭＥ

小山物産株式会社 同 左 マルコ印 平成29年10月 粗たん白質，粗灰分 無
岡山県岡山市北区延友４３６番地１ 65％飼料用魚粉
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〔
二
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申

請
の
あ
っ
た
新
規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名

西
七
区
支
線

号
（
農
地
耕
作
条
件
改
善
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
事
業
）

64

西
七
区
支
線

号
（

〃

）

77

西
七
区
支
線

号
（

〃

）

81

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
区
定
款

事
業
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
一
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
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〔
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
西
ノ
内
一
一
一
七－

一
三
、
一
一
一
七－

一
四
、
一
一
一
七－

一
五
、

一
一
一
七－

一
六

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
一
九
一
〇－

一
エ
ク
セ
レ
ン
ス
早
島
Ｂ
二
〇
五

藤

勇
太

藤

諒
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
六
二
号
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〔
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
三
須
字
東
田
一
三
一
六

一
、
一
三
一
六

三
、
一
三
一
六

七

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
溝
口
五
八

一
ピ
ュ
ア
Ａ
一
〇
一

－

小
野

隼
人

小
野

景
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
二
六
号
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〔
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
宿
字
仮
屋
一
三
〇
〇

三

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
西
郡
九
四
三

三
メ
ゾ
ン
ド
シ
フ
ォ
ン
二
〇
二
号

－

佐
近

僚

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
〇
号
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〔
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
開

発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
宮
後
六
八

一
二
、
六
八

一
六

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
中
庄
三
二
二
五

一
二
ア
ー
バ
ン
ハ
ー
ト
倉
敷
Ｂ
二
〇
五

－

木
下

英
彦

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
四
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
一
号

平
成
二
年
岡
山
県
選
管
告
示
第
八
十
一
号
（
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
五
日

岡
山
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

藤

原

健

補

表
病
院
の
項
中

「

総
合
病
院
岡
山
赤
十
字
病
院

岡
山
市
北
区
青
江
二－

一－

を

一

」

「

岡
山
赤
十
字
病
院

岡
山
市
北
区
青
江
二－

一－

に
、
「
医
療
法
人
閑

一

」

谷
会
介
護
老
人
保
健
施
設
シ
ル
バ
ー
セ
ン
タ
ー
閑
谷
苑
」
を
「
介
護
老
人
保
健
施
設
備
前
閑
谷
苑
」
に
、

「
備
前
市
木
谷
二
二
〇－

一
」
を
「
備
前
市
木
谷
二
一
七－

一
」
に
改
め
、
表
老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
み
ゆ

倉
敷
市
幸
町
八－

二
七

を

き
園

」

「

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
み
ゆ

倉
敷
市
幸
町
八－

二
七

に
、
「
特
別
養
護
老

き
園
本
館

」

人
ホ
ー
ム
み
ゆ
き
園
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
）
」
を
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
み
ゆ
き
園
新
館
」
に
、
「
津
山

市
下
高
倉
東
一
九
四
三－

一
一
」
を
「
津
山
市
下
高
倉
西
一
五
八
一－

一
」
に
、
「
玉
野
市
山
田
一
〇

〇
六－

一
」
を
「
玉
野
市
長
尾
二
一
二
一－

二
」
に
、
「
笠
岡
市
横
島
一
八
九
六
」
を
「
笠
岡
市
横
島

一
九
四
四－

一
」
に
、

「

平成３０年１月５日　岡山県公報　第１１９５３号



美
作
養
護
老
人
ホ
ー
ム
組
合

美
作
市
川
北
一
〇
八
九

を

作
東
寮

」

「

作
東
寮
養
護
老
人
ホ
ー
ム

美
作
市
川
北
一
〇
八
九

に
、
「
美
作
養
護
老

」

人
ホ
ー
ム
組
合
作
東
寮
（
特
養
）
」
を
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
作
東
寮
」
に
改
め
る
。

平成３０年１月５日　岡山県公報　第１１９５３号


